
改定 草加市新型インフルエンザ等対策行動計画 （改定の概要）

第1部 計画の枠組

第1章 新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）
〇特措法の制定（2013年4月13日施行）
・国民生命、健康を保護、生活及び経済への影響を最小とする

〇対象とする感染症
・新型インフルエンザ等感染症（感染症法第6条第7号）
・指定感染症（ 同 第8号）
・新感染症（ 同 第9号）

第2章 計画の改定
〇草加市新型インフルエンザ等対策行動計画
・策定の根拠法：特措法第8条

〇改定の目的
コロナ禍に潜在化していた課題の解決と適切な対応を図る
・平時の備えの不足 ⇒有事に対応できる平時からの体制作り
・柔軟・機動的な対応    ⇒市民生活・社会経済活動の影響軽減
・情報発信 ⇒双方向リスクコミュニケーション、基本的人権の尊重

〇抜本的な改定

〇対策の時期区分の変更
・準備期
・初動期
・対応期（対応期は4段階）
対応期1：封じ込めを念頭
対応期2：病原体の性状等に応じて対応
対応期3：ワクチンや治療薬等の対応力が高まる
対応期4：基本的な感染症対策に移行

〇対策項目の見直し
・従来の6項目から13項目に拡充
⇒草加市においては、9項目

新型インフルエンザ等対策
政府行動計画（令和6年7月改定）

新型インフルエンザ等対策
ガイドライン（令和6年8月改定）

埼玉県新型インフルエンザ等
対策行動計画（令和7年1月改定）

埼玉県新型インフルエンザ等
ガイドライン（令和7年8月改定）

草加市新型インフルエンザ等
対策行動計画（令和8年改定）
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第3部 各対策項目
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第2部 計画の基本方針

第1章 対策の基本的な考え方
〇計画における対策の目的
・感染拡大を可能な限り抑制、市民の生命及び健康を保護する
・市民生活及び経済に及ぼす影響を最小とする

〇実施に関する考え方
・様々な状況に対応できる対策の選択肢を示す
・有効性と実現性、市民生活、経済への影響等を総合的に勘案
・医療対応以外の対策､医療対応を組合せて総合的に行う
・事業者や市民の適切な行動や準備、公衆衛生対策が重要

〇段階的実施
・感染しない・させない→市民生活を安定させる→市民生活の
回復・向上
・感染状況、ワクチン接種等の進捗状況の段階に応じて行う

〇実施上の留意事項
・平時の備えの整理や拡充
・感染拡大と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え
・基本的人権の尊重
・社会福祉施設等における対応（高年者・障がい者施設）
・感染拡大時のデジタル技術活用

〇対策推進の役割分担
・国、県、市、医療機関、指定地方公共機関、事業者、市民等

第2章 対策の横断的視点
〇対策の目的（第1章）を達成するための具体的な対策を策定

〇対策項目ごとに切替えのタイミングを示す

〇複数の対策項目に共通する視点
・人材育成、国や県との連携、ＤＸの推進

対策項目の拡充

実施体制

第2章 情報提供・共有
 リスクコミュニケーション

第3章 まん延防止

第4章 ワクチン

医療

第6章 検査

第7章 保健

第8章 物資

市民生活及び
地域経済の安定の確保

第1章 実施体制

サーベイランス
情報収集

情報提供・共有

予防・まん延防止

第5章 医療

第9章 市民生活及び
   地域経済の安定の確保

現行の対策項目
(６項目）

改定後の対策項目
(９項目)
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各対策項目における主要な取組 （時期区分）
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